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＜参考＞ 
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 本標準は、１９９４年９月にＩＴＵ－Ｔ ＳＧ１会合において勧告化手続きが承認されたＩＴＵ－Ｔ勧

告Ｆ．１１５に準拠している。 

 

２．上記国際勧告等に対する追加項目等 

2.1 オプション選択項目 

なし 

 

2.2 ナショナルマター項目 

なし 

 

2.3 上記勧告より削除した項目 

(1)サービス開始時期に関する事項 

(2)周波数の指定に関する事項 

 

2.4 その他 

(1)ＩＴＵ－Ｔ勧告の章立て構成比較表 

 

ＩＴＵ－Ｔ勧告 本標準 

 Ｆ．１１５ ＪＴ－Ｆ１１５ 

 

 

３．改版の履歴 
 

  版数  発  行  日  改 版 内 容 

  第１版 平成７年 ４月２７日  新 規 制 定 

 

 

４．参照している勧告、標準等 

 本文中に記載 

 

５．工業所有権 

 本標準に関わる「工業所有権等の実施の権利に係る確認書」の提出状況は、ＴＴＣホームページでご覧に

なれます。 
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１．概　要

1.1　将来の公衆陸上移動通信システム（以下ＦＰＬＭＴＳ）は、１つ又は複数の無線リンクによって、

移動通信ユーザ特有の通信サービス、及び固定通信網の通信サービスへアクセスを行うものである。

ＦＰＬＭＴＳは独立した移動通信網としても、又は固定網の１部分としても利用される。

1.2　ＦＰＬＭＴＳの特徴は以下の通りである；

－陸上、航空、海上の移動通信環境への適用

－多様なシステムとの統合

－設計の共通性

－ＦＰＬＭＴＳ網内でのサービスと固定網とのサービスとの互換性

－固定網と同等のサービス品質

－固定網と同等の通信セキュリティ

－全世界的相互通信と相互運用

－軽量かつポケットサイズの端末の使用

1.3　ＦＰＬＭＴＳのサービスはＦＰＬＭＴＳに特有なサービスと、固定網と共通なサービスに分類され

る。

２．範　囲

本標準の目的はＦＰＬＭＴＳにおけるサービスの目標と原則を規定し定義することにより、ＦＰ

ＬＭＴＳの発展のガイダンスを提供することにある。本標準は、第３章で示すＦＰＬＭＴＳを取り

扱う標準の一部にあたる。

３．参　照

ＴＴＣ標準

ＪＴ－Ｆ８５０　ＵＰＴの原則

ＪＴ－Ｆ８５１　ＵＰＴサービスの解説（サービスセット１）

ＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｅ．１６４、Ｅ．７５０、Ｅ．７５１、Ｅ．７７０、Ｅ．７７１、Ｆ．１１１、Ｇ．１１４、

Ｇ．１７４、Ｉ．１１４

ＩＴＵ－Ｒ勧告

Ｍ．６８７－１、Ｍ．８１６、Ｍ．８１７、Ｍ．８１８、Ｍ．８１９－１、Ｍ．１０７８、

Ｍ．１０７９、Ｍ．１０３４、Ｍ．１０３５、Ｍ．１０３６
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４．定　義

4.1　将来の公衆陸上移動通信システム（ＦＰＬＭＴＳ）

　ＦＰＬＭＴＳは独立した移動システムか、もしくは固定網の一部として利用され、単一又は複数の無

線リンクによって、移動及び固定ユーザに通信サービスを提供する。無線がカバーする区域内では場所

によりモビリティが制限されることはない。ＦＰＬＭＴＳは、帯域の割当てや無線伝搬による制約はあ

るものの、固定網での通信サービスを広範囲にわたるユーザに提供する。さらに、ＦＰＬＭＴＳは一連

の、移動無線システム特有なサービスを提供する（ＩＴＵ－Ｒ勧告６８７－１）。ただし、サービスの

提供は利用する端末と網の能力により制限されることがある。

4.2　端末モビリティー

　端末が異なる位置から、もしくは移動中に通信サービスに接続でき、網が端末を識別しその位置を特

定するための能力である。（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｉ．１１４）

4.3　ＦＰＬＭＴＳユーザモビリティー

　ＦＰＬＭＴＳユーザモビリティーとはＦＰＬＭＴＳユーザがそのユーザの識別子を移動端末間で移

し変えることができるようにするものである。

4.4　ユニバーサルパーソナルテレコミュニケーション（ＵＰＴ）

　ＵＰＴとは、パーソナルモビリティーを許容しながら、通信サービスへのアクセスを可能とするもの

である。各々のＵＰＴユーザ単位に契約サービスに加入することができ、また、端末能力及び、網能

力や網運用者によって課せられた制限によってのみ制約を受けるが、地理的位置に関係なく、いかな

る固定あるいは移動端末からでも、複数の網を通過できる個人毎に与えられた網透過的なＵＰＴ番号

に基づいて、呼の発信や着信ができる。

（ＪＴ－Ｆ８５０）

4.5　プライバシー

　個人的な情報を収集又は蓄積すること、及びその情報の公開元、公開先について管理、または影響す

ることのできる個人の権利である。

4.6　移動端末

　本標準の使用に関して、無線通信装置及び特定の通信サービス装置〔例えば、電話機（ハンドセット）、

ファックス装置〕を含むものである。

５．サービス原則

5.1　ＦＰＬＭＴＳは全世界的なユーザにサービスを提供しようとするものである。サービスの提供は多く

の運用体（サービス提供者、移動網の運用者及び固定網の運用者）間の協力が必要とされる。

5.2　地域によっては複数の網の運用者又はサービス提供者が存在する場合がある。

5.3　ユーザの利便性のために、提供されるサービスは全て、世界ベースで同様なアクセス手法と操作手順

を持つことが望ましい。

5.4　ＦＰＬＭＴＳは陸上の構成要素と衛星を基本とする構成要素（ＩＴＵ－Ｒ勧告６８７－１及び８１８



- 3 - ＪＴ－Ｆ１１５

参照）を統合する。しかし衛星を使用したサービスについては陸上系のサービスとは異なる特性を持

つ。

5.5　国際間やサービス提供者間では呼の詳細情報を必要とするため、ＦＰＬＭＴＳでは呼情報の中に発信

者の地理的位置を含むことが必要である。着信ユーザとしてのＦＰＬＭＴＳユーザのプライバシーを保

つために、ＦＰＬＭＴＳ着信者の地理的位置をＦＰＬＭＴＳ契約者もしくは適切なサービス提供者以外

の相手に発行される料金請求もしくは料金明細上に記載してはならない。

5.6　ＦＰＬＭＴＳと固定網の相互接続はＩＴＵ勧告Ｆ．１１１を参照のこと。

5.7　端末モビリティーは、呼のどんな局面でも、ユーザが移動することを可能とするが、ＦＰＬＭＴＳ固

有のサービスであれ固定網のサービスの１つであれ、ユーザがそのサービスにアクセスする権利がある

かどうかを確認する認証と検証手順を必要とする。呼の詳細な記録には課金情報に加えてユーザの位置

情報、ネットワークアクセスポイント、着信者の位置情報などが含まれる。ＦＰＬＭＴＳユーザのプラ

イバシーについては５．５章を参照。

６．総合的なサービス目標

6.1　ＦＰＬＭＴＳユーザに、ローミング状況や地理的位置、網間接続に拘わらず、世界的に、継続的に通

信サービスを提供すること。ただし、ローミングユーザは移動先の網が提供するサービスにより、制限

される場合がある。

6.2　ＦＰＬＭＴＳユーザに、可能な限り固定網と同一もしくは同等のサービスを提供すること。（ＩＴＵ

－Ｔ勧告Ｆ．１１１を参照。）

6.3　新たにカスタマイズ化されたサービスを容易に導入できること、特にＩＴＵ－Ｔ勧告に準じた再利用

可能なマルチメディアアプリケーションのサービスコンポネントを利用できること。

6.4　固定網と同等の高い通信品質を提供すること。

6.5　移動網において利用される端末について、携帯できる程度の小型なものから車載できるもの、その他

移動網と結合して使用する多様な端末に適合すること。

6.5　ＦＰＬＭＴＳ相互間でのサービスの表示や操作に共通性があること。

6.7　将来的に開発される通信サービスに対し互換性があること。

6.8　ポイント・ポイント、マルチポイント、ポイント・マルチポイント等の多様な設定の通信サービスを

提供すること。

6.9　既存の移動体通信システムで提供されているサービスに対して可能な限り互換性を持たせること。
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７．サービス要求条件

7.1　一般的なサービス要求条件

7.1.1　他のサービス提供者の契約ユーザからの即時のサービス要求に応じられること。但し、法規制、設

備の条件による制限及び事前の手配、合意を必要とすることがある。

7.1.2　確実かつタイムリーな料金請求情報、課金情報の通知ができること。

7.1.3　移動端末とユーザの確実な認証と検証ができること。

7.1.4　ユーザが固定網と同等と認められるだけの適切なレベルでの通信サービスのセキュリティーを与え

ること。

7.1.5　ユーザの要求に応じて個人の位置に関するプライバシーを確保すること。

7.1.6　課金及び網管理機能に適用される確実で精度の高いデータ記録が作成されること。

7.1.7　ＵＰＴをサポートすること。（例えば、パーソナルモビリティ。ＪＴ－Ｆ８５１参照）

7.1.8　ＦＰＬＭＴＳ内及びＦＰＬＭＴＳ相互間においては、端末モビリティーとＦＰＬＭＴＳユーザモビ

リティを提供すること。

7.2　一般的なアクセス要求条件

7.2.1　ＦＰＬＭＴＳの機能及び設備は、できる限り、あるサービス提供者のユーザが他国に移動した際に、

自動的にその移動先のサービス提供者のシステムへアクセスし利用することを可能とするべきであ

る。

7.2.2　国際運用の場合と同様に、ＦＰＬＭＴＳへの接続は海上や航空環境下でも提供されなければならな

いが、関連する各国及び国際機関の認可、使用するシステムの特性、並びにサービス提供者による制

限の範囲内に限る。

7.2.3　ＦＰＬＭＴＳの衛星サービスへの接続が利用可能であること。但し関連する各国及び国際機関の認

可、使用するシステムの特性、並びにサービス提供者による限定の範囲内においてである。

7.2.4　ＦＰＬＭＴＳは、ＵＰＴへのアクセスをサポートする上で、ＵＰＴ共通のユーザへの表示機能を維

持することができるようにする。



- 5 - ＪＴ－Ｆ１１５

7.3　番号に関する考慮点

7.3.1　ＦＰＬＭＴＳのユーザには、発信者からの呼び出しを可能とするため、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｅ．１６４

に従った形式の番号が求められる。

7.3.2　ＦＰＬＭＴＳユーザは閉域ユーザグループ識別子として、非Ｅ．１６４番号を利用して閉域ユーザ

グループに加入してもよい。

８．サポートするサービス

8.1　概　要

　ＦＰＬＭＴＳでサポートするサービスは移動環境下の通信に際し、ユーザのニーズを反映したもので

ある。

　ＦＰＬＭＴＳの提供者はユーザにどんなサービスを提供するか決定する。しかし以下のサービスが望

ましい；

１）私設網又は公衆網接続の固定／移動端末との音声通信

２）固定／移動端末とのデータ通信

この記述は他のサービスの提供を阻害するものではない。

図１はサービスの関連を示したものである。

固定網
特有サービス 共通サービス

FPLMTS
特有サービス

・
・
・
・
・
・

ＰＢＸ ・
・
・
・
・
・

ＰＢＸ

ITU 技術勧告

ITU サービス勧告

FPLMTS
インフラストラクチャー

固定網
インフラストラクチャー

・
・
・
・
・
・

ＰＢＸ



ＪＴ－Ｆ１１５ - 6 -

8.2　固定網と共通なＦＰＬＭＴＳサービス

図１の共通部分に該当するサービスは固定網のサービスである。これらのサービスに関する定義及び

サービスや運用の規定は、関連する標準、勧告を参照のこと。付録１にそのリストを示す。但し、この

リストに限るものではない。

8.3　ＦＰＬＭＴＳ特有のサービス

以下に示すサービスは図１のＦＰＬＭＴＳの特有部分に該当する。但しこのリストに限るものではない。

　位置情報サービス

　ページングサービス

　ショートメッセージサービス

　交通情報、ナビゲーションサービス

９．サービス品質

ＦＰＬＭＴＳで提供されるサービス品質は可能な限りＰＳＴＮ／ＩＳＤＮ及び公衆データ通信網の品

質と同等でなければならない。（ＩＴＵ－Ｒ　Ｍ１０７９ＩＴＵ－Ｔ　Ｇ．１７４参照）

9.1　概　要

　セル間のハンドオーバーの際に、サービス品質の維持、セルサイズ、周波数条件、プロトコルに関連

した条件を考慮する必要がある。

　データサービスのサービス品質を維持するために無線通信路のエラー制御設備の追加が必要になる

こともある。（例：ファックス装置）

9.2　音声品質

　ＦＰＬＭＴＳで提供される音声サービスの品質はＰＳＴＮ／ＩＳＤＮの品質と同等でなければなら

ない。しかしながら、低ビットレートの符号化方式を採用しているいくつかのアプリケーションにおい

ては若干の音声品質の劣化が多少発生するかもしれないことが認識されている。

9.3　トラヒック技術面

　今後の検討課題である。
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付録１

共通サ－ビスに関連する標準・勧告

　8.2 章に注記されているように、共通サ－ビスに関連する標準・勧告は本リストに限るものではない。

ＪＴ－Ｆ１６ グローバル仮想網サービス

ＪＴ－Ｆ７０１ 遠隔会議サービス

ＪＴ－Ｆ７２０ テレビ電話サービス

ＪＴ－Ｆ７２１ ＩＳＤＮにおけるテレビ電話テレサービス

ＪＴ－Ｆ７３０ テレビ会議サービス概要

ＪＴ－Ｆ８１１ 広帯域コネクションオリエンテッド

ＪＴ－Ｆ８１２ 広帯域コネクションレスデータ

ＪＴ－Ｆ８５０ ＵＰＴの原則

ＪＴ－Ｆ８５１ ＵＰＴサービスの解説（サービスセット１）

ＩＳＤＮ付加サービス等

ＪＴ－Ｉ２３０ ベアラサービスの定義

ＪＴ－Ｉ２３１ 回線モードベアラサービスカテゴリ

ＪＴ－Ｉ２３２ パケットモードベアラサービスカテゴリ

ＪＴ－Ｉ２４０ テレサービスの定義

ＪＴ－Ｉ２４１〔Ⅶ〕 7kHz 電話

ＪＴ－Ｉ２５０ 付加サービス定義

ＪＴ－Ｉ２５１ 番号通知付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅰ〕 ダイレクトダイヤルイン

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅱ〕 複数加入者番号

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅲ〕 発信者番号通知

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅳ〕 発信者番号通知制限

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅴ〕 接続先番号通知

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅵ〕 接続先番号通知制限

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅶ〕 悪意呼通知

ＪＴ－Ｉ２５１〔Ⅷ〕 サブアドレス

ＪＴ－Ｉ２５２ 呼提供付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅰ〕 コールトランスファー

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅱ〕 ビジー時着信転送

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅲ〕 無応答時着信転送

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅳ〕 無条件着信転送

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅴ〕 呼毎着信転送

ＪＴ－Ｉ２５２〔Ⅵ〕 代表

ＪＴ－Ｉ２５３ 呼完了付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５３〔Ⅰ〕 コールウェイティング

ＪＴ－Ｉ２５３〔Ⅱ〕 保留

ＪＴ－Ｉ２５４ 複数加入者付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５４〔Ⅰ〕 会議通話サービス
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ＪＴ－Ｉ２５４〔Ⅱ〕 三者通話サービス

ＪＴ－Ｉ２５５ 特定グループ付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５５〔Ⅰ〕 閉域接続付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５５〔Ⅱ〕 私設番号計画サポート

ＪＴ－Ｉ２５５〔Ⅲ〕 優先割り込みサービス

ＪＴ－Ｉ２５５〔Ⅳ〕 優先サービス

ＪＴ－Ｉ２５５〔Ⅴ〕 発信規制サービス

ＪＴ－Ｉ２５６ 課金付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５６〔Ⅱ〕 課金情報通知

ＪＴ－Ｉ２５６〔Ⅲ〕 着信課金サービス

ＪＴ－Ｉ２５７ 付加情報転送付加サービス

ＪＴ－Ｉ２５７〔Ⅰ〕 ユーザ・ユーザ情報転送

ＪＴ－Ｉ２５７〔Ⅱ〕 通信中ベアラ切り替え

ＩＴＵ－Ｔ勧告

Ｆ．１１０、　Ｆ．１１１、　Ｆ．１１３、　Ｆ．１２２、　Ｆ．１６０、　Ｆ．１８０

Ｆ．１８２、　Ｆ．１８４、　Ｆ．２００、　Ｆ．３００、　Ｆ．３１０、　Ｆ．６００

Ｆ．７１０、　Ｆ．７１１、　Ｆ．７２２、　Ｆ．７３２、　Ｆ．４００、　Ｆ．４０１

Ｆ．４１０、　Ｆ．４１５、　Ｆ．４２０、　Ｆ．４３５、　Ｆ．４４０、　Ｆ．４５０

Ｆ．５００、　Ｅ．１０５、　Ｅ．１１６、　Ｅ．１４０、　Ｅ．１５２、　Ｅ．３３０

Ｉ．２５２．７、　Ｉ．２５２．８、　Ｉ．２５３．３、　Ｉ．２５３．４、　Ｉ．２５４．３

Ｉ．２５４．４、　Ｉ．２５４．５、　Ｉ．２５６．１、　Ｉ．２５６．４
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用語一覧　（ＪＴ－Ｆ１１５）

［Ｃ］

closed user groups 閉域ユーザグループ

［Ｆ］

fixed network 固定網

future public land mobile telecommunication 将来の公衆陸上移動通信システム

FPLMTS user mobility ＦＰＬＭＴＳユーザモビリティ

［Ｌ］

location privacy 位置に関するプライバシィ

location services 位置情報サービス

［Ｍ］

mobile terminal 移動端末

［Ｎ］

network operater 網運用者

network-transparent 網透過的な

［Ｏ］

operating entities 運用体

［Ｐ］

paging services ページングサービス

personal mobility パーソナルモビリティ

public data network 公衆データ通信網

［Ｓ］

short message services ショートメッセージサービス

［Ｔ］

terminal mobility 端末モビリティ

traffic and navigation services 交通情報、ナビゲーションサービス
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